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Fujisawa city archives
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TEL O466-24-0171 FAX 0466024-0172

白瀬矗(のぶ)中尉の南極探検講演案内チラシ(左)とその読み下し文(右)
【写真解説】
これは、大正４年(191５)に明治小学校長の加藤仲吉から、町会議員の三觜舜太郎あてで出

されたものです。白瀬は、明治43(1910)年11月に日本を出発、さまざまな困難の中で明治
45年1月28日に南緯80度5分・西経156度37分に到達、周辺を「大和雪原(やまとゆきは
ら)」と命名します。しかし帰国した彼に残されたものは、約４万円もの借金でした(現在の物
価換算で１億４千万円から２億円)。その返済のため、白瀬は二女タケコとともに、南極で撮
影した映画をもち、大正３年から全国講演の旅に出るのでした。(中村)
（参考：『豊田市郷土資料館特別展 白瀬中尉の南極探検』(豊田市教育委員会、200３年)）
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旅人が見た江戸時代の藤沢（４）
－江ノ島屏風石に関することども－

江戸時代に“江之島霊跡建寺之碑”と呼ばれた
碑石が、現在も江ノ島の辺津宮に残っています。
今回は、この石碑について、江ノ島を訪れた旅人
達がどのように書き残しているのかを紹介してい
きたいと思います。

●屏風石について
この石は、江戸時代の地誌『新編相模国風土記

稿』に「江島建寺碑」として紹介され、横二尺七
寸（約81cn）、高さ五尺（約150cm）許、厚さ四寸
（約12cm）、「大日本国江島霊跡建寺之記」と篆刻さ
れ、雲竜の彫刻がある「極て奇物なり」と書かれてい
ます。また同書には、地元では「江島屏風石」とよ
ばれているとも書かれています。碑石の状況につ
いては、「座石は見えず、土中に堀埋て建り、碑文の
所中より折るを継合せたり」とされ、台座はなく、折
れた石碑が継ぎ合わされている様子が書かれてい
ます。
また『江ノ島縁起』によれば、この石は下ノ宮

を開基した慈悲上人（良真）が、宋の慶仁禅師か
ら「江の島は観音垂跡の地たり、則ち東方の名刹」
との教えを受け、石碑ごと中国から持帰ったもの
と伝えられていました。

●旅人の見た屏風石
屏風石は、古くは延宝２（1674）年に江ノ島を

訪れた徳川光圀によって、土御門天皇（在位1198
～1210）の頃に「慈悲〔上人〕ノ宋ヨリ」持ってき
たものだと書きしるされています。「今ハ二ツニ折
レテアリ」と書かれていて、石はこの時すでに二つ
に折れてしまっていたようです。
寛政９年（1797）に江ノ島を訪れた、下野国の

烏山藩の医者田良道子明甫によると、「碑文の所中
より折て継合て建たり」とされているので、光圀来
訪からの間に誰かが、建て直したのでしょう。
江戸の僧、十方庵大浄も『遊歴雑記』〈1800〉に

おいて、この石を「是古雅風流の一奇品たり」と
評し、碑文が剥落してよめなくなっている事を、「惜
しむべきの甚だしき也」として、その価値を認めて
います。
この後も、安政２（1855）年に江ノ島を訪れた

清河八郎が「唐人より贈りし石碑あり」と書き残す
など、江戸時代を通じて江ノ島名物の一つでした。

●『中陵漫録』の見解
佐藤成裕〔中陵、1762～1848〕は、江戸青山の

植木屋の息子ともいわれていますが、まねかれて
薩摩藩、米沢藩、備中松山藩、水戸藩などの諸藩
に赴くなど、見聞の広かった人物です。本草学と
は、植物だけでなく様々な自然のモノを対象とす
る学問ですが、本草学者である中陵は、屏風石を
他の旅人達とは少し違う視点から見ています。
中陵の随筆『中陵漫録』（文政９年）では「江ノ

島碑」という項目を建てて、屏風石についてが考
察されています。

余、始て至る時、其文字甚（はなは）だ明なり。後、
至て見れば見えざる処あり。其後又、至て見るに更に
見る処なし。僅（わずか）に二十年の間に滅するは石
の柔なる故なり。

と記し、中陵が始めにこの碑を見てから２０年の
間に、碑文がかすれて見えなくなってしまったと
書き、その要因として、碑石に使われた材質が柔
らかかったのではないかと考えています。
また考察は、この石の来歴についても進められ、

余、此石を諸州に尋るに、未だ嘗（かつ）て見る事な
し。後、伯州〔伯耆国：現鳥取県西部〕の米子の城
後の寺院の江辺の岩石、全く是と同質なり。余始て宋
の石と同様なるを悦ぶ事斜〔なら〕ず。
〔中略〕又筑前阿弥陀経の石も亦た相類す。是に因

て疑ふ。阿弥陀経の石及び江島の碑は、蓋（けだ）し
肥前及薩海の辺の石にて作りたる也と。尤（もっとも）
其彫刻は他の人なれども、実に彼地の石ならずや。

江ノ島屏風石の石材は、中陵が今までに見たこ
とも無い石でしたが、その後、山陰地方の米子で
も見ることができたようです。はじめは中国の石
と同じ石が見つかったと喜んだ中陵でしたが、そ
の後、長崎や筑前でも同じ石が見つか
り、屏風石も肥前か薩摩の辺りでとれた石で作ら
れたのではないかと書いています。
この項目は、「世に此類多し。こゝに於て疑を容る」

とまとめられており、中国から運ばれたとされる
屏風石が、実は国内で作られたものだったのでは
ないかという、中陵独自の見解を示しています。

●現在の屏風石
現在の屏風石には、座石があり、雨覆がつけら

れています。この覆いには「当碑文之雨覆并基盤
石造立寄進」と彫られ、元禄１４年（1701）１２
月吉日の日付と、「施主 嶋岡検校代」「別当 法
師恭順」の名前が確認されています。
江戸時代の記録には、座石や雨覆の話は一切触

れられていませんでした。ひょっとするとこの辺
りにも、いろいろと疑ってみる余地があるのかも
知れません。（加藤）
＊参考文献＊
佐藤中陵『中陵漫録』（『日本随筆大成 第三期
３』吉川弘文館）

宋国伝来の碑(江島屏風石)
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ご存知ですか？市役所の要塞地帯標

市役所の本館玄関に向かって左側の植え込み
に写真のような石柱が立っていることをご存知
でしょうか。実はこれは、「要塞地帯標」といっ
て、軍事施設である要塞の近隣区域において、
違反行為を制限するために建てられた標識の一
つなのです。この石柱の他の面には「海軍省」「第
一四号」「昭和十六年七月三十日建設」という文
字が刻み込まれています。これは藤沢市だけに
残るものではなく、インターネットで「要塞地
帯標」として検索すると、三浦半島の山中など
全国各地に存在するのが、関連の探訪記や写真
などからわかります。
戦前の日本には「要塞地帯法」という法律が

ありました。これは明治32年(1899)7月14日
に公布されたもので、要塞地帯を「国防ノ為(た
め)建設シタル諸般ノ防禦営造物ノ周囲ノ区域」
(同法第1条)と定義し、重要度に応じてその周辺
を第一区～第三区に別け、要塞を構成する砲台
などの各軍事施設を基点としてそれぞれ線で結
び(これを基線といいます)、その基線からの一定
距離に応じて区分していました。
制定初期では、第一区＝基線から250間(約4

50メートル)以内、第二区＝基線から750間(約
1360メートル)以内、第三区＝基線から2250
間(約4090メートル)以内とされていました。そ
して、要塞司令官の許可のない測量・撮影・模
写等の禁止(同法第7条・第一区～第三区内に該
当)、要塞司令官の許可のない家屋・倉庫等の改
築・増築の禁止(同法第14条・第一区～第二区内
に該当)など、事細かな禁止事項がありました。
そのため、戦前の三浦半島などを撮影した絵葉
書などには「東京湾要塞司令部許可」と印刷さ
れたものがあるのです。
また、同法第9条では要塞司令官の許可のない

漁猟や採集が禁止されました。しかし、それを
知っていたとしても、生活のために密漁を行う
者が後を絶ちませんでした。例えば大正12年(1
923)8月9日付の『横浜貿易新報』記事では、
走水低砲台下の禁漁区域内で、海草5貫目を採取
した漁師の話が紹介されています。
また、家族連れの観光客が山や海を背景に写

真を撮っただけで、知らないうちに法に違反す
るということすらあり、たとえ知らなかったと
しても、写真を所持していた者には最高で禁固1
年という重い刑罰が待っていました。しかも、
撮影や模写をしなくても、「観察」しているとみ
なされただけで、要塞地帯法違反とされること
もありえました(同法第8条に該当)。
ちなみに、これは他地域の例ですが、要塞地

帯の地形がわかるということで、昭和10年には
歌川(安藤)広重の浮世絵「阿波鳴門之風景」が発
禁処分を受けた事例もあります。
さらに、この法律が厳しいところは、仮に未

成年者であったとしても、法定代理人(ほとんど
の場合は親になります)が代わりに罰せられるの
です。その場合は、どのケースであっても罰金
刑に処せられるのですが、何も知らない子ども
の行為で親が罰せられるというのは、今日の私

たちにとっては想像もつかないことです。
そして、何回かの改正の後、要塞地帯法は昭

和15(1940)年に最終改正されます。これによ
り、要塞地帯は第一区＝基線から1000メートル
以内、第二区＝基線から5000メートル以内、第
三区＝基線から1万5000メートル以内に拡大さ
れました。しかも、最高刑で３年以下の懲役ま
たは3000円以下の罰金となりました。昭和15
年当時のそばの値段がもり・かけ1杯15銭で、
天丼が50銭だったのですから、非常に重い罰則
だったと思われます。市役所の中にある要塞地
帯標は、建設されたのが昭和16年7月ですから、
この最終改正を受けた形で設置されたものと思
われます。
なお、要塞地帯法の条文全文をご覧になりた

い方は、国立公文書館アジア歴史資料センター
（http://www.jacar.go.jp/）を検索し、簡易検索で「要
塞地帯法」と入力し、件名で「御署名原本・明
治三十二年・法律第百五号・要塞地帯法」と記
されてあるものをクリックし、「画像閲覧」の項
目をクリックすれば、通常でもJPEGで閲覧でき
ます。(中村)
（参考文献：①堀場亙「要塞地帯法と軍機保護
法――要塞を守るための峻厳なる法律――」『歴
史群像特別編集『日本の戦争遺跡』シリーズ
日本の要塞――忘れられた帝国の城塞――』学
習研究社、2003年 ②『昭和の歴史別巻 昭和
の世相』小学館、1983年）

市役所の要塞地帯標
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連 載 古 文 書 の 読 み 方 第１４回

解答と解説
この「村明細帳」は、“ 相模国鎌倉郡渡内村 ”（現：藤沢市渡内）について書かれたもので

した。
村名を特定するためには、「隣村境」という項目に、「東は城廻村、西は梅沢村、南は高谷村、

北は関谷村」と書かれていて村の位置が推測できることや、俗に村岡郷五ヶ村と呼ばれる、高
谷村・小塚村・宮前村・弥勒寺村（渡内村を加えて五ヶ村）と組合を形成していることが、大
きなヒントになります。
この「村明細帳」は、安政七（万延元：１８６０）年九月に作成された村明細帳です。これ

によると渡内村は、鎌倉の天嶽院領３０石と、元大久保様上知が９１石３斗１升、元加藤様上
知が６０石５斗５升５合で、合計１８１石８斗６升５合の村であったことがわかります。石高
が分割して書かれているのは、渡内村が複数の領主を持つ相給（あいきゅう）村と呼ばれる村
であったためです。この内、「元大久保様上知（あげち）」とされている分は、享保十三（１７
２８）年に下野烏山藩主大久保氏の領地となっていた土地が召し上げられ、外国船の来航に備
えて相模湾の沿岸警備を行った諸藩に一時的に与えられていた分であり、慶応三（１８６７）
年には江川太郎左衛門代官所の支配になっています。
また、江戸まで１２里の距離であること、村内には二伝寺と慈眼寺の２つの寺院があり、村

鎮守である山王社や村岡稲荷、久六稲荷などがあること、梅干しの外に特産物がないことに、
田植の時期や植えるお米の種類にいたるまで、村明細帳には様々な情報が記載されています。
また村明細帳は役所から回されてくる雛型に合わせて作成されることが多いので、「切支丹

類族無御座候」のように、「～はありません」と書かれた項目も多くみられます。
なお、この明細帳の全文は、『藤沢市史料集（十一） 村明細帳・皇国地誌村誌』に収録さ

れています。興味をお持ちの方は、是非一度、お手にとって御覧ください。（加藤）
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編集後記
今回は、日本の南極探検のパイオニアであ

った白瀬中尉の講演会案内チラシを表紙に取
り上げました。一見ありふれたものではあり
ますが、彼が全国各地で講演を行った理由を
調べると、一枚のチラシでもその背景にある
歴史の重みが感じられます。
市役所内にある要塞地帯標は、江の島道の

道標などと比べると、顧みる人も少ないでし

ょう。しかし、それが配置された時代は、ま
さに戦争の時代でした。その意味でこの標識
は、近代日本の姿の一面を如実にとらえた資
料の一つとみてよいのではないかと思われま
す。「平和」という言葉があまりにも軽くと
らえられがちである今日、今後ともこのよう
な資料に注目していきたいと考えています。

(中村)




